
地域計画の策定を進めています
　町では、従来の地域農業のあり方を定めた「人・農地プ
ラン」にかわり「地域計画」の策定を進めています。
　「地域計画」は、10年後に目指す地域の農地利用を示
した「目標地図」を作成し、地域農業の将来のありかたに
ついて検討し、計画するものです。

内　容 時期（予定）

地域計画（案）関係機関への意見聴取 令和６年12月

地域計画（案）の公告（縦覧２週間） 令和７年１月

地域計画の策定・公告 令和７年３月

今後の策定手順

●地域計画の説明会を開催します。

開催地区 開催日

日吉地区 令和６年10月３日（木）18：00～

南条地区 令和６年10月８日（火）18：00～

白浜地区 令和６年10月９日（水）18：00～

東陽地区 令和６年10月11日（金）18：00～

横芝地区 令和６年10月16日（水）18：00～

上堺地区 令和６年10月18日（金）18：00～

大総地区 令和６年10月24日（木）18：00～

場所：町民会館大ホール

地域計画説明会スケジュール
よこぴー
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農業委員・農地利用最適化推進委員の募集について
　令和７年３月に農業委員及び農地利用最適化推進
委員の任期が満了することに伴い、それぞれ次期委
員の募集を行います。

●農業委員
●主な職務内容　毎月の総会に出席し農地の権利

移動の許可等について審議し、決定等を行います。
また、農地利用最適化推進委員と連携し、遊休農
地の発生防止・解消のための農地パトロール等を
行います。

●任　　期 ……… 令和７年４月１日
～令和10年３月31日（３年間）

●報酬（月額） …… 30,000円（会長36,000円）
●募集人員 ……… 12名

●農地利用最適化推進委員
●主な職務内容　担当区域において、農業委員と連

携して遊休農地の発生防止、解消のための農地パ
トロールや担い手への農地集積等を推進するため
の農地の貸し手、借り手の掘り起こしを行います。

●任　　期 ……… 令和７年４月１日
～令和10年３月31日（３年間）

●報酬（月額） …… 20,000円
●募集人員 ……… 15人（区域ごとに定数あり）

※区域ごとの定数
区域名 募集人数 区域名 募集人数
大総 ３人 横芝 ２人
上堺 ２人 日吉 ２人
南条 ２人 東陽 ２人
白浜 ２人 総数 15人

●募集期間は、令和６年11月１日（金）～
　　　　　　　令和６年11月29日（金）

　応募方法等は、募集要項をご覧ください。
　募集要項は、農業委員会事務局にて配布していま
す。また町ホームページにも掲載しています。

※候補者の資格要件など一定の条件があります。

●問合せ・申込先
　〒289-1793　横芝光町宮川11902
　　横芝光町農業委員会事務局
　　℡　0479-84-1242　

令和５年度　農地の移動・転用状況

区　　　分
申請 許可

備　考
件数 面積（㎡） 件数 面積（㎡）

３条

売買 21 32,485.00 21 32,485.00
交換 0 0.00 0 0.00
贈与 7 4,758.72 7 4,758.72

その他 6 20,860.41 6 20,860.41 賃借権、使用貸借権等

４条 転用 7 2,613.60 6 2,419.60 駐車場・貸駐車場、
取下げ１件

５条

所有権移転を
伴う転用 23 17,634.20 23 17,634.20 一般専用住宅、資材置場、

駐車場、太陽光発電等
賃借権、地上権
等を伴う転用 44 22,174.04 44 22,174.04 一般専用住宅、一時転用等

利
用
集
積

賃借権
新規設定 92 454,797.15 92 454,797.15 農地中間管理事業42件含む
再設定 33 132,320.74 33 132,320.74

使用貸借権
新規設定 0 0.00 0 0.00
再設定 0 0.00 0 0.00

所有権移転 26 57,141.00 26 57,141.00
合　　　計 259 744,784.86 258 744,590.86

（令和５年４月～令和６年３月）
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令和７年３月末で、農業経営基盤
強化促進法（利用権設定）の手続きが

終了します。
　農業経営基盤強化促進法の改正により、地域
農業の未来のあり方を示した「人・農地プラン」
は、「地域計画」として策定が義務化されたこ
とに伴い、農地の貸し借りは令和７年３月末で、
農業経営基盤強化促進法（利用権設定）の手続
きが終了します。
　契約済の利用権は、設定期間満了まで有効です。
◎令和７年４月からは、農地の売買や賃借手続

きは以下のどちらかになります。

①農地法第３条に基づく手続き
②農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ
く手続き

農地の違反転用は止めましょう
農地転用には、許可が必要です。

　農地を農地以外（例：宅地や駐車場・資材置場
など）に用途を変更する（農地転用）場合は、自己
所有地であっても農地法に基づく許可が必要とな
ります。
　また、農地転用ができない土地もありますの
で、転用をお考えの方は、農業委員会へご相談
ください。

農地の適正管理をお願いします。
　農地は、一度耕作をやめ数年経過すると、荒
れてしまいます。
　耕作できる状態に戻すには、大変な手間がか
かります。草刈りや耕起などによりいつでも耕
作できる状態にしておきましょう。

田んぼアート
　町農業振興会稲作部会
事業の一環で横芝小学校
南側道路沿いの田んぼに
作られました。今年のイ
ラストは、「町章」「五輪
マーク」「エッフェル塔」
でした。

夏期農業改良共進会
　６月13日、町農業振興
会園芸部主催による第18
回農業改良共進会が開催
されました。
　ネギ・メロン・とうも
ろこしなど44点の出品が
ありました。

農業機械士全国大会千葉大会で事例報告
　７月12日、千葉市中央区のホテルポートプラザ千葉で、第
47回農業機械士全国大会千葉大会が開催されました。

「千葉県農業機械士協議会横芝光支部の歩み」と題し、町農
業振興会機械部会で行っている、トラクター技術競技会や
農作業安全運動の取り組みについて、鈴木喜信さん（中台）
が事例報告をしました。

「エッフェル塔」 「町章」

▲受賞した野菜 ▲多くの来場者で賑わいました。

農 委 だ よ り（3）



昨
年
の
夏
に
続
き
、
今
年
も
暑
さ
の
厳
し
い

夏
を
迎
え
て
い
ま
す
。

梅
雨
の
季
節
に
雨
が
降
ら
ず
、
水
分
不
足
の

ま
ま
高
温
多
湿
な
夏
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
す
。
例
年
で
し
た
ら
緑
あ
ふ
れ
る
庭
の
木
は
、

今
年
は
元
気
が
な
く
、
す
す
病
を
発
症
し
て
し

ま
い
、
葉
が
黒
く
な
り
、
落
ち
葉
が
多
い
夏
の

庭
に
な
り
、
な
ん
と
も
味
気
な
い
風
景
と
な
っ

て
い
ま
す
。

昨
今
の
地
球
温
暖
化
に
よ
る
影
響
を
身
近
に

感
じ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で

農
業
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
は
、
多
く
の
苦
労

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

農
業
委
員
の
任
を
受
け
早
い
も
の
で
二
年
が

過
ぎ
ま
し
た
。
農
業
委
員
会
の
活
動
で
遊
休
農

地
パ
ト
ロ
ー
ル
が
あ
り
、
近
隣
の
田
畑
に
関
心

を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
最
近
嬉
し
い
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
管
理
者
が
亡
く
な
り
、
数
年
雑
草

に
覆
わ
れ
て
い
た
農
地
が
、
後
継
者
に
よ
っ
て

耕
作
さ
れ
よ
み
が
え
っ
て
い
た
た
め
、
自
分
の

事
の
よ
う
に
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

残
り
少
な
く
な
っ
た
農
業
委
員
の
任
期
、
微

力
な
が
ら
楽
し
く
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

自
然
豊
か
な
こ
の
町
に
移
り
住
ん
で
四
十
五

年
、
今
は
こ
の
町
が
故
郷
に
な
り
ま
し
た
。

広
報
委
員

下
高
原

美
津
子

広
報
委
員
長

伊
藤

博
明

広
報
委
員

伊
藤

裕
児

　
　
　
　
　
　
花
澤

成
晃

　
　
　
　
　
　
永
野

邦
子

　
　
　
　
　
　
下
高
原

美
津
子

農地法許可申請等に係る
農業委員会総会等の日程

編
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記

老後の安心は
国民年金＋農業者年金で
【加入資格】
①20歳以上60歳未満　※60歳以上特例あり

②国民年金第１号被保険者
③農業に年間60日以上従事している方

【特徴】
☆積立方式で確実に受け取れる
☆掛け金は変更できます。
☆税制面で優遇措置があります。

　全国農業会議所が発行する農家の
ための情報誌です。
　農業に関する最新の情報をわかり
やすく解説してお届けします。
♢毎週１回　金曜日発行
♢購 読 料　月額700円（送料込）
　申し込みは、農業委員会事務局ま
でご連絡下さい。

　農業委員会では、農地法の規定により、
遊休農地の実態把握と発生防止・解消等を
目的に、農地パトロールを実施します。
♦対象農地　町内全域の農地
♦調査期間　８月～９月
♦調査方法　農業委員、農地利用最適化推

進委員、農業委員会事務局職
員が現地にて調査

♦調査内容　遊休農地の実態把握
　　　　　　農地の違反転用の発生防止と

早期発見等
※調査結果により、耕作されていない所有

者に対し、農地利用意向調査をさせてい
ただく予定です

農地パトロールを
実施します

＜令和６年10月～令和７年３月＞

総会開催予定日 申請受付期間（土日祝日は除く）

10月７日（月） ９月19日（木）～９月24日（火）

11月６日（水） 10月21日（月）～10月24日（木）

12月５日（木） 11月20日（水）～11月22日（金）

１月８日（水） 12月20日（金）～12月24日（火）

２月５日（水） １月20日（月）～１月24日（金）

３月６日（木） ２月19日（水）～２月21日（金）

３月28日（金） ３月17日（月）～３月19日（水）

※日付を変更する場合がありますので、事務局までお問合せ下さい。
※受付期間前に事前相談をお願いします。
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